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鶴見区自治連合会４月定例会結果報告    
日時 令和８年４月 17日（金）午後２時       

                   会場 鶴見区役所８号会議室    

Ⅰ.横浜市町内会連合会４月定例会結果報告 

Ⅱ.鶴見区自治連合会関係議題 
 

 
      

 

                （事務局）鶴見区役所地域振興課地域振興係  

電 話：510-1687 FAX:510-1892 

メール：tr-chikatsu@city.yokohama.lg.jp 

Ⅰ 横浜市町内会連合会４月定例会結果報告 

１ 山下ふ頭再開発に係る市民意見募集の実施について 

山下ふ頭再開発の方針として取りまとめた「事業計画案」について、市民のみなさんから広

く意見をいただくための市民意見募集を 5月 31日まで行っていますので、周知をお願いします。  

◎問合せ先 港湾局 山下ふ頭再開発調整課 TEL 671-7314 

 

２ 地域ケアプラザの福祉・保健の窓口相談時間変更について 

令和８年 10月から、地域ケアプラザの窓口相談時間を、「月～土曜日の日中」に変更します。 

相談が多い平日日中に注力する職員配置とし、日・祝日の日中はコールセンターで対応しま 

す。ご理解いただきますようお願いします。  

（令和８年 10月以降の相談時間） 

地域ケアプラザ窓口：月～土曜日の９時～17時 

  コールセンター：月～土曜日の 17時～翌９時、日・祝日の９時～翌９時 

◎問合せ先 鶴見区役所 福祉保健課 TEL 510-1828 

 

３ ハザードマップの更新について 

この度、横浜市が公表している「浸水ハザードマップ」のうち、「内水面（内水ハザードマ

ップの地図面）」と「情報面」など一部の内容を更新しました。つきましては、全世帯、区役

所、土木事務所への配布を行いますので、ご承知おきください。 

◎問合せ先 防災・危機管理統括本部 地域防災課 TEL 671-3456 

 

４ 横浜グリーンエクスポの横浜市の取組等について 

３月 19 日に開催した「開催１年前発表会」で公表した横浜市の取組等についてお知らせし

ます。 

◎問合せ先 脱炭素 GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 TEL 671-4627   

 

 

 

 

この報告書は、鶴見区自治連合会・定例会の結果です。 

毎月定例会終了後に作成し、各自治会町内会長に送付します。 

※鶴見区自治連合会のウェブページにも掲載しています    → 

  ＵＲＬ：https://www.tsurumi-kurenkai.net/ 

 ※データでのメール配信を希望される場合は、事務局までご連絡ください。 

 

 

 

https://www.tsurumi-kurenkai.net/
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/keikaku/yamashita/joi/aratanajigyoukeikaku.html
https://expo2027yokohama.or.jp
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５ 自治会町内会館整備について 

令和９年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費 100

万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和９年度予算編成に向けた事前申出を募

集します。指定する期日までに必要書類を鶴見区役所地域振興課までご提出ください。（公園

集会所の整備を予定している団体についても同様の申出が必要です） 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

６ お口の健康フェスティバルの周知について 

お口の健康フェスティバルを 2026年 6月 7日に開催します。 

当日はより多くの方々に参加していただきたく、チラシの掲示板への掲示をお願いします。

◎問合せ先 鶴見区歯科医師会 つるみ歯科医療連携相談室 TEL 070-4039-2626 

 

７ 三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル開会式への出席依頼について 

５月 16 日（土）三ツ池公園（文化・環境）フェスティバルの開催についてご案内します。

また、地区連合町内会長におかれましては、開会式へご臨席賜りたくご依頼申し上げます。 

◎問合せ先 三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル実行委員会 TEL 510-1693 

 

８ 「鶴見クリーンキャンペーン 2026」の実施について 

地域清掃活動を推進するため、ごみ袋及び軍手を配布します。実施いただける自治会町内会 

におかれましては、申込書の提出をお願いします。 

 第１回 第２回 

清掃実施期間 ６月１日（月）～ 

７月 31日（金） 

10月１日（木）～ 

11月 30日（月） 

物品配布日 ５月 26日（火） 

６月３日（水） 

６月５日（金） 

のいずれか 

９月 29日（火） 

10月１日（木） 

10月７日（水） 

のいずれか 

物品申込期限 ５月 20日（水） ９月 18日（金） 

活動後は、活動時の写真を貼付した「活動報告書」をご提出ください。 

（第 1回分：令和８年９月 30日(水)まで、第２回分：令和９年 1月 29日(金)まで） 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 資源化推進担当 TEL 510-1689 

 

９ 鶴見区制 100周年ロゴマーク及びキャッチフレーズ決定について 

鶴見区制 100 周年のロゴマーク及びキャッチフレーズが、区民の皆様を中心とした投票・ 

公募を経て、このたび決定しました。100周年に向けて機運を醸成し、より多くの方々に活 

用いただきたく、チラシの掲示板への掲示をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見区制 100 周年記念事業実行委員会 広報部会事務局 

（鶴見区役所区政推進課） TEL 510-1676 

 

10 鶴見区制 100周年記念 認定事業について 

鶴見区は 2027 年に区制 100周年を迎えます。これを区民全員で盛り上げていくために、鶴

見区制 100周年記念事業実行委員会が、地域のみなさまが主役の催しを「認定事業」として位

置付け、名称使用や広報協力で後押しします。ご応募・ご相談をお待ちしています。 

◎問合せ先 鶴見区制 100 周年記念事業実行委員会 イベント・魅力部会事務局 

（鶴見区役所地域振興課） TEL 510-1687 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/sumai_kurashi/recycle/default2023.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kaikan.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/100thkinen/certification.html
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11 白幡公園こどもログハウス 大規模修繕による休館 

白幡公園こどもログハウスが大規模修繕工事のため、令和８年６月１日～令和９年１月末

（予定）まで休館となります。広く周知するため、自治会町内会への資料送付をお願いします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1692 

 

12 令和 8年 九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 横浜市実施要綱について 

次のとおり、強化月間として運動を行いますのでお知らせします。 

○期間  令和 8年 5月 1日（金）から 5月 31日（日）までの 1か月間 

○スローガン 「 自転車も のれば車の なかまいり」 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

13 資料提供 

鶴見区内火災・救急状況（速報）    ………………  鶴見消防署  TEL 503-0119 

鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況 ………………  鶴見警察署  TEL 504-0110 

 

☆次の書類等を 21日以降にお届けします。 

【資料】 

（1） 山下ふ頭再開発に係る市民意見募集の実施について 

（2） 地域ケアプラザの福祉・保健の窓口相談時間変更について 

（3） ハザードマップの更新について 

（4） 横浜グリーンエクスポの横浜市の取組等について          

（5） 自治会町内会館整備について 

（6） 三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル開会式への出席依頼について          

（7） 「鶴見クリーンキャンペーン 2026」の実施について 

（8） 鶴見区制 100周年記念 認定事業について 

（9） 白幡公園こどもログハウス 大規模修繕による休館 

（10） 令和 8年 九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 横浜市実施要綱について 

（11） 「鶴見区自治会町内会活動の手引き」の更新について（理事会案件） 

 

【掲示依頼】 

（1） お口の健康フェスティバルの周知について 

（2） 鶴見区制 100周年ロゴマーク及びキャッチフレーズ決定について 

 

 

 ４月は、班回覧の依頼はありません。  
配送先、掲示板数、回覧部数（班数）に変更がありましたら、事務局までご連絡ください。 

 

地域防犯カメラ設置補助制度 
申請受付中！ 

 
●申請書及び添付書類の提出期限● 

令和８年７月 31 日（金）必着 
※要 事前相談 

 
自治会町内会の防犯カメラの設置費用の一部を補助します！ 
設置を検討されている自治会町内会は、地域振興課及び関係機関へお早めにご相談ください。 

↑

詳
細 


